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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

石
油
貯
蔵
タ
ン
ク
増
設
許
可
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

幣 

原 
喜 
重 
郞 

殿 

 

提
出
者 

木 

村 
 

榮 

 

一 

 



 

四 

許
可
年
月
日 

 
 

 
 

 
 

 

昭
和
二
十
五
年
八
月
十
五
日 

五 

許
可
さ
れ
た
施
設
能
力 

 

三 

許
可
申
請
者 

 
 

 
 

 
 

 

大
栄
油
槽
株
式
会
社 

六 

所
要
面
積 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
二
万
五
千
坪 

一 

所
在
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松
山
市
大
可
賀
町 

八 

所
要
敷
地
の
現
状 

七 

関
係
面
積 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
十
一
町
歩 

二 

所
有
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
栄
倉
庫
株
式
会
社 

畑
を
終
戰
後
附
近
の
住
民
（
主
と
し
て
元
の
農
地
所
有
農
家
）
が
前
記
所
有
会
社
よ
り
農
耕
用
に
借
り
受
け
開
墾
し

た
も
の
。 

石
油
貯
蔵
タ
ン
ク
増
設
許
可
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

九 
関
係
農
耕
者
約 

 
 

 
 

 
 

九
十
名 

十
二 

し
か
る
に
、
通
産
省
の
所
管
課
（
資
源
庁
鉱
山
局
配
油
課
）
は
、
前
記
の
ご
と
き
紛
争
に
つ
い
て
は
、
農
耕
者
等
の 

十
一 

し
か
し
な
が
ら
右
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
八
十
五
名
の
耕
作
者
は
、
県
農
地
委
員
会
に
対
し
、
右
会
社
は
新
た
な
企

業
を
行
う
資
力
も
意
思
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
農
地
を
農
地
法
に
よ
り
買
收
さ
れ
る
の
を
の
が
れ
ん
が
た
め
、

種
々
口
実
を
設
け
て
農
地
の
買
收
を
妨
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
農
地
法
を
適
用
し
て
買
收
す
る
よ
う
陳
情
を
続
け

た
が
、
県
委
員
会
は
農
耕
者
の
陳
情
を
採
用
せ
ず
、
前
記
会
社
の
申
請
を
承
認
し
た
後
も
農
耕
者
と
会
社
間
に
耕
作
権
を

め
ぐ
つ
て
紛
争
を
続
け
、
目
下
会
社
は
土
地
明
渡
し
の
訴
訟
を
継
続
中
で
あ
る
。 

十 

大
栄
倉
庫
株
式
会
社
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
日
附
を
も
つ
て
、
愛
媛
県
農
地
委
員
会
よ
り
、
前
記
農
地
に
つ
い

て
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
第
六
條
第
五
号
の
承
認
を
得
、
管
轄
地
区
農
地
委
員
会
よ
り
同
法
同
條
同
号
の
指
定
を
受
け

た
が
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
更
に
前
記
農
地
の
使
用
目
的
変
更
承
認
並
び
に
指
定
を
県
農
地
委
員
会
並
び
に
地

区
農
地
委
員
会
よ
り
得
た
。 

四 

 



 

十
四 

同
社
は
現
地
に
お
い
て
、
ま
だ
何
ら
建
設
に
必
要
な
る
具
体
的
準
備
を
行
つ
て
い
な
い
が
、
万
一
同
社
の
計
画
が
農

地
買
收
を
の
が
れ
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
工
事
を
完
了
し
な
い
と
き
は
、
政
府
は
許
可
を
取
り 

十
三 

し
か
も
、
同
社
の
申
請
書
中
に
は
必
要
記
載
事
項
で
あ
る 

等
に
つ
い
て
何
ら
明
確
な
記
載
が
行
わ
れ
ず
、
す
な
わ
ち
完
備
し
た
形
式
を
備
え
て
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
し
た

理
由
如
何
。 

陳
情
等
に
よ
り
充
分
承
知
し
な
が
ら
、
前
記
会
社
よ
り
提
出
さ
れ
た
石
油
貯
蔵
タ
ン
ク
増
設
許
可
申
請
を
本
年
八
月
十
五

日
附
を
も
つ
て
許
可
し
た
が
、
こ
れ
は
い
か
な
る
理
由
で
許
可
し
た
の
で
あ
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。 

四 

建
設
費
及
び
そ
の
調
査
方
法 

三 

施
設
の
使
用
目
的 

一 

工
事
請
負
人
住
所
氏
名 

二 

タ
ン
ク
使
用
者
住
所
氏
名 

五 

 



 

 

六 

消
す
用
意
が
あ
る
か
、
否
か
。 

十
五 

同
社
の
許
可
申
請
が
前
記
の
ご
と
き
考
え
の
も
と
に
発
足
し
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
許
可
事
業
の
建
設
を
行
わ
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
充
分
な
調
査
を
行
わ
ず
し
て
許
可
し
、
そ
の
結
果
農
耕

者
に
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
損
害
を
與
え
た
こ
と
に
対
し
い
か
な
る
責
任
を
と
る
考
え
で
あ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


